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１６日 

本件については本日、国土交通省も発表予定 

平成１８年４月１２日 
経 済 産 業 省 

 
工業標準化法に基づく家庭用塗料製造工場に対する 

立入検査結果について（続報） 
 
・家庭用塗料を製造する日本工業規格表示認定工場（カシュー（株）大宮工場、

（株）アサヒペン兵庫工場、ロックペイント（株）東京工場）に対して立入検

査を行ったところ、一部の製品についてホルムアルデヒドの放散値又はかび抵

抗性が日本工業規格（ＪＩＳ）で定める基準を満足していないことが判明しま

した。 
・当省としては、これらの工場に対してＪＩＳマーク表示製品に対する品質の総

点検、原因の究明と再発防止策の策定を要請するとともに、各社が自主的に行

っている回収を含め、万全の措置を講じるよう指示しました。 
 

１．経緯 
独立行政法人製品評価技術基盤機構において、家庭用塗料について試買検査

を行った結果、ホルムアルデヒド放散値又はかび抵抗性能が、日本工業規格（Ｊ

ＩＳＫ５９６０：家庭用屋内壁塗料、ＪＩＳＫ５９６１家庭用屋内木床塗料又

はＪＩＳＫ５９６２：家庭用木部金属部塗料）に定める放散等級若しくはかび

抵抗性の基準を満足しない疑いのあるＪＩＳマーク製品が見つかったとの報告

があったため、当該製品を製造する日本工業規格表示認定工場に対して工業標

準化法に基づく立入検査を行い事実関係の確認を行ったものです。 
 

２．検査の結果 
認定工場毎の具体的な検査の結果は、以下のとおりです。 

（１）ホルムアルデヒド放散等級基準不適合製品 
①カシュー株式会社大宮工場 
  商品名：「ユカコートＴＸＬ Ｎｏ．２００ クリヤー」 
  対応日本工業規格：ＪＩＳ Ｋ５９６１：家庭用屋内木床塗料 

    ホルムアルデヒド放散等級分類記号：Ｆ☆☆☆ 
（ホルムアルデヒド放散等級基準値：０．３５ｍｇ／Ｌ以下） 

  試験結果 
   ホルムアルデヒド放散量：０．２８～０．４８ｍｇ／Ｌ（３サンプ

ル中１サンプル不適合） 
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②（株）アサヒペン兵庫工場 
  商品名：「油性建物用 アイボリー」 
  対応日本工業規格：ＪＩＳ Ｋ５９６２：家庭用木部金属部塗料 

ホルムアルデヒド放散等級分類記号：Ｆ☆☆☆ 
（ホルムアルデヒド放散等級基準値：０．３５ｍｇ／Ｌ以下） 

試験結果 
   ホルムアルデヒド放散量：０．３０～０．４４ｍｇ／Ｌ（３サンプ

ル中１サンプル不適合） 
 
※なお、①及び②の不適合品については、いずれもＦ☆☆の放散等級基準値

（０．３５～１．８ｍｇ／Ｌ）の範囲内のものでした。 
 
（２）かび抵抗性基準不適合製品 

ロックペイント（株）東京工場 
    商品名：「室内・浴室かべ用 ビニロックＶＯ しろ」 
    対応日本工業規格：ＪＩＳ Ｋ５９６０：家庭用屋内壁塗料 

（かび抵抗性：カビ抵抗性を有すること） 
    試験結果 

かび抵抗性（２サンプル）：かび抵抗性を有しない。 
 

＊なお、この不適合品については、３月１６日に公表したとおり、ロックペ

イント東京工場から関連工場に生産が委託されていたにもかかわらず、ロ

ックペイント東京工場は、当該関連工場の製品についてＪＩＳマークの表

示のために必要な品質管理を行っていなかったものです。 
 
 
３．当省としての対応 

各社に対しては、ＪＩＳマーク表示製品に対する品質の総点検、原因の究明

と再発防止策の策定を要請したところです。 
また、各社が自主的に取り組む回収を早急に行うとともに、ホルムアルデヒ

ド放散量が、ＪＩＳに定める放散等級基準値を満足しなかった製品については、

特に、以下のとおり万全の措置を講じるよう指示しました。 
（１）今般、ＪＩＳ不適合となった塗料について、これまでの販売ルート等を含

めた流通経路を明らかにするとともに、施工箇所の把握に努め、施工建物

での建築基準法遵守状況を確認し、同法に対する違反が認められる場合は

適切な措置を取ること。 
（２）上記について、その状況を早急に報告すること。 
（３）問い合わせに対応できるような体制の整備等消費者への対応に万全を期す

こと。 
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なお、各社の問い合わせ先は次のとおりです。 
［カシュー株式会社］ 電話：0120-142-833 

      ＜受付時間＞土曜、日曜、祝日を除く午前９時～午後５時 

 

［株式会社アサヒペン］ 電話：0120-307-447 

    ＜受付時間＞土曜、日曜、祝日を除く午前９時～午後５時 
 
［ロックペイント株式会社］ 電話：0120-168-692 

       ＜受付時間＞土曜、日曜、祝日を除く午前９時～午後５時 

 

 

４．今後の対応 
（１）いずれの工場においても、当省の立入検査をうけ当該製品の出荷を見合

わせているところ、今回の調査結果を受けて、早急に具体的な処分等を検

討します。 
   

（２）また、立入検査実施以降、当該立入検査対象企業から事実関係について

ヒアリングを行うとともに、そのヒアリング結果を勘案し、塗料業界全体

としての実態調査を行っているところであり、その結果が判明し次第、必

要な改善計画の策定を業界に要請していく予定です。 
 
 
                     

（本発表資料の問い合わせ先） 
   産業技術環境局 認証課 木野課長補佐、角野課長補佐、関野係長 

     電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３４４１～４） 
        ０３－３５０１－９４７３（直通）  又は 

製造産業局 化学課 倉持課長補佐、田場係長 
     電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３７３１～４０） 
        ０３－３５０１－１７３７（直通） 


